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ま住

絹1I

言

財
政
整
理
は
常
に
忽
に
し
て
は
な
ら
ぬ
が
、
今
の
時
の
や
う
に
赤
字
財
政
の
時
代
に
在
、
り
て
は
、

殊

に

必

要

で
、
刻
下
の
念
務
と
粛
す
。
政
府
は
鋭
意
、
之
が
矯
ゆ
に
劃
策
を
し
た
が
、
大
山
鳴
動
し
て
鼠
一
匹
し
か
出
な
い

や
う
な
成
果
を
示
し
て
居
る
。
財
政
整
理
、
実
は
つ
ま
り
、
経
費
の
緩
急
軽
重
を
計
り
て
主
(
の
比
較
的
援
か
な
る

も
の
、
瞳
き
も
の
を
制
り
、
以
て
冗
費
を
節
す
る
に
あ
る
の
で
、
極
め
て
簡
単
明
瞭
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
が
、
併
し

賞
際
に
営
h
J
各
費
目
に
つ
い
て
勤
検
す
る
と
き
は
、
業
の
何
れ
に
も
相
官
存
績
の
理
由
が
あ
っ
て
、
之
を
削
る
こ

政
府
の
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻
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政
府
の
轡
料
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

一一
第

軍Z

L
」
は
太
だ
同
難
で
、
之
を
庭
理
す
る
に
は
齢
程
の
明
察
と
、
敢
勇
と
を
以
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
大
h
u

ね
之
を
企
て
て
失
敗
に
終
る
所
以
で
あ
る
の

か
く
経
費
目
の
削
除
は
頗
る
ム
ハ
っ
か
し
い
が
、
業
を
認
め
る
と
し
て

も
、
費
額
七
ザ
』
軽
小
に
し
て
前
と
同
一
以
上
の
貫
蹟
を
奉
げ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
其
は
前
者
に
比
し
て
は
一
層

容
易
で
み
併
ち
、
特
に
物
件
告
に
就
い
て
は
物
憤
下
落
(
尤
も
金
輪
再
禁
で
又
週
轄
し
か
け
に
が
)
の
今
日
、
齢
程
大

た
費
用
滅
縮
を
も
粛
ら
し
得
る
。
特
に
之
に
あ
わ
て
は
、
政
府
の
物
件
調
達
の
方
法
如
何
に
よ
り
で
は
、
前
記
物

憤
低
下
の
程
段
以
上
に
も
一
層
の
一
蹴
費
を
生
じ
得
る
の
で
め
る
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
同
費
の
一
大
部
を
構

成
す
る
物
件
袈
に
つ
い
て
、
前
建
方
法
の
改
造
な
断
行
し
「
此
刻
下
の
一
問
題
伝
解
決
す
る
に
資
す
る
こ
と
は
非
常

に
緊
切
な
る
事
項

t
な
げ
れ
ば
な
色
た
レ
り

敢
戸
し
五
に
政
府
内
的
世
紙
臨
u
u
制
政
げ
し
り
か
vL
論
小
山
心
、
航
刊
が
ず
じ
め
ぷ
心

第

段

替
繕
購
晶
制
度
の
貫
例

政
府
の
替
繕
購
品
制
度
に
は
大
韓
、
三
の
異
っ
た
も
の
が
あ
る
。

一
は
分
散
制
度
、
二
は
協
力
制
度
、
一
二
は
集

中
制
度
で
あ
る
。
中
に
就
き
、
第
一
の
も
の
最
も
粗
家
、
奮
式
で
あ
り
、
第
二
は
葉
よ
り
し
て
一
歩
改
良
の
途
上

を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
其
三
は
最
進
歩
し
た
も
の
と
認
め
ら
る
る
。
第
一
は
多
ノ
、
の
闘
の
採
る
所
で
、
我

邦
も
原
則
と
し
て
は
矢
張
り
之
に
掠
る
所
で
あ
る
。
第
二
は
、
米
合
衆
国
が
一
九
一

C
年
以
来
採
れ
る
も
の
で
、

第
三
は
夙
に
、
英
凶
一
一
行
は
れ
、
そ
し
て
我
邦
に
で
も
、
大
正
十
四
年
、
務
口
繕
管
財
局
が
出
来
て
か
ら
、

一
部
採

用
5
れ
て
居
る
。
以
下
、
各
制
度
の
内
容
の
大
躍
を
読
過
し
て
見
る
。



↓
分
散
制
度
1
1
1

と
は
各
行
政
麗
に
て
替
港
及
購
入
を
行
ふ
色
の
で
あ
る
。

小
川
日
本
|
|
に
て
は
、
け
原
則
と
し
て
は
、
舎
計
支
同
規
則
に
従
ふ
て
、
各
省
大
臣
又
は
主
の
委
任
を
受
け

た
る
官
克
が
、
所
管
定
額
内
に
て
建
築
又
は
購
入
の
契
約
を
錯
す
こ
と
に
な
る
o

心
に
Y
皆
様
管
財
局
が
出
来
て

す
り
は
、
此
が
大
臓
大
臣
の
管
理
下
に
あ
っ
て
凶
有
財
産
に
闘
す
る
総
轄
事
務
、
雑
種
財
産
の
管
理
底
分
に
閲
す

る
事
務
、
国
有
財
産
の
整
理
に
闘
す
る
事
務
の
外
、
建
造
物
の
砦
繕
に
閲
す
る
事
務
を
行
ひ
、
其
は
州
議
院
の
一
建

築
其
仙
一
一
般
合
計
の
支
排
に
局
す
る
ち
の
に
つ
い
て
は
、
大
臓
省
所
管
の
建
造
物
、
及
、
東
京
府
又
は
脚
奈
川
腕

じ
て
皆
献
を
加
射
す
る
各
省
所
智
山
一
雄
詰
駒
山
町
凡
川
、

r
L
f
和
し

U

此
仁
あ
り
て
も
市
例
外
的
に
、
雑
誌
勅
め
性
賀
川

其
他
の
事
由
に
よ
り
で
は
、
所
管
大
臣
が
大
描
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
営
該
官
麗
に
て

施
行
す
る
も
の
あ
り
)
と
、
大
臓
大
臣
が
建
造
物
の
所
管
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
た
る
も
の
と
に
及
び
、
例
特
別

合
計
の
支
排
に
属
す
る
建
造
物
の
管
繕
に
闘
し
で
も
、
営
該
官
醸
の
委
託
詮
受
け
て
之
が
設
計
又
は
施
行
に
閥
す

る
事
務
ぞ
行
ふ
こ
と
が
あ
る
。

問

偽

蘭

西

小
工
事
及
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
陸
海
軍
務
の
宜
(
と
、
文
治
上
の
其
と
に
て
取
扱
に
多
少
異
る
所
が
あ
り
、
問

軍
事
上
の
志
の
に
あ
り
で
は
、
専
ら
各
、
軍
務
行
政
に
て
之
を
行
ひ
、
即
ち
全
く
か
静
制
で
あ
る
。
向
併
し
文
治

上
の
も
の
に
て
は
.
同
工
事
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
の
建
設
、
保
存
、
修
繕
に
闘
し
若
干
、
命
中
制
が
行
は
れ
て

居
る
。
即
ち
之
が
設
計
の
準
備
、
設
計
の
調
製
、
更
に
葉
の
施
行
(
通
例
、
企
業
者
と
の
間
の
契
約
に
よ
る
)
、
並

政
府
の
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
谷
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政
府
の
替
特
臨
時
日
開
制
度

第
三
十
四
巻

四

四

第
二
務

に
其
の
監
督
の
衝
に
営
る
も
の
は
、
工
部
省
(
昌
広

2
5口
号
山
門
『
ト
H
E
Z
M
-
)
Z
C
}
片
山
)
で
あ
っ
て
、
之
に
つ
い
て
の
定

額
を
議
舎
に
要
求
し
且
つ
之
を
使
用
す
る
の
も
此
エ
部
省
で
あ
る
。
そ
し
て
英
圃
な
ど
に
て
此
と
類
似
の
官
麗
た

(
(
)
白
山

2
c『
巧

2
・7
印

E
H仏
日

v=cz口
寸

三

E
g
m弘
)

の
上
に
、
大
藤
省
が
行
ふ
や
う
な
統
制
色
、

る
工
事
及
公
建
築
局

仰
国
で
は
大
殿
省
か
ら
し
て
此
工
部
省
の
上
に
行
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
伽
丈
治
上
の
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
全

〈九
T
4
r
制
が
行
は
れ
て
、
集
中
制
は
存
し
な
い
。
各
、
闘
係
省
に
て
葉
々
の
建
造
物
を
慮
理
す
る
。

t
r其
設
計

を
一
の
諮
問
機
闘
に
提
出
す
る
と
い
ふ
義
務
ぞ
負
は
さ
れ
て
は
居
る
。
主
(
の
諮
問
機
闘
と
い
ふ
の
は
、
文
部
省
に

喝
ず
る
七
ム
口
主
主
均

-iy

ー
可
ノ
中
d
m
y
dメ

J
3
Hサ

而
も
共
へ
の
諮
問
義
務
は
躍
に
建
造
と
改
培
と
の
場
合

一
般
曾
識
と
い
ふ
ち
の
?
ゐ
っ
て
、

だ
け
に
で
あ
っ
て
、
修
繕
、
保
存
の
場
合
に
は
及
ば
な
い
。

ろ
備
品
消
耗
品
の
調
達
ー
ー
は
此
園
に
で
は
多
〈
の
固
と
同
様
に
分
散
制
で
あ
り
、

立
ω

。

岡
係
省
だ
け
で
慮
理
す

mw縄
地
1

1
で
も
此
に
つ
い
て
は
多

t
の
固
と
持
し
〈
分
散
制
を
採
る
で
寸
で
あ
ち
、
各
省
長
官
は
、
業
々
指

定
3
れ
に
あ
鰹
費
を
支
出
す
る
の
権
能
を
有
つ
。

二
集
中
制
度
|
|
の
行
は
る
る
は
英
国
で
あ
っ
て
、
此
圃
に
て
は
、
大
瞳
、
集
中
制
を
採
り
、
建
造
及
用
度
に
つ

き
、
或
中
央
鹿
が
め
っ
て
、
凡
べ
て
の
計
量
を
立
て
、
凡
べ
て
の
定
額
を
要
求
し
、
凡
べ
て
の
工
事
ゃ
管
理
し
、

凡
べ
て
の
購
入
を
行
ひ
且
つ
凡
べ
て
の
用
品
を
各
官
聴
に
引
渡
す
こ
'
と
に
な
る
の
で
あ
ふ
c

七日〉

め
工
事
及
建
造
物
|
|
に
て
は

J
d

‘、

fiscal syste皿S ・ P.70 •
J己ze，1. c. p. 169 
Report to the National monetary cυ即日仏、ionon the 
J告ze，1. c. p. 161， 
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け
陸
海
軍
事
上
の
建
造
物
は
賂
に
軍
務
行
政
の
専
管
に
麗
し
、
郎
も
例
外
的
に
か
勲
一
制
が
行
は
る
。
蓋
し
、

此
に
て
は
、
某
技
術
上
の
特
性
を
曾
重
し
て
軍
務
営
局
に
最
大
の
自
由
を
認
め
る
の
で
あ
り
、
内
閣
が
軍
務
嘗
局

の
計
査
を
認
め
た
る
と
き
は
、
議
舎
は
修
正
せ
中
し
て
之
に
協
賛
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

引
文
治
建
造
物
は
凡
べ
で
集
中
制
に
依
芯
。
此
が
矯
め
に
中
央
鹿
と
し
て
工
事
及
公
建
築
局
と
い
ふ
も
の
が

め
っ
て
、
此
が
文
治
建
造
物
に
つ
い
て
の
凡
べ
て
の
責
に
任
十
る
。
業
の
権
限
の
範
園
は
凋
h
内
地
の
み
な
ら

争
、
外
交
及
領
事
闘
係
よ
り
し
て
外
圃
に
も
及
ぷ
の
で
あ
る
。
此
官
鹿
は
、
昼
建
築
の
見
積
を
錯
し
設
計
を
立
て

又
は
之
を
承
認
レ
、
工
事
な
管
理
レ
、
企
業
者
Jr-
契
約
守
結
び
且
つ
業
施
行
を
監
督
す
名
。
随
つ

τ、
直
官
鵬
炉

不
動
産
の
必
要
伝
見
λ
V
E
L
A
L
U
、
主
計
が
此
工
事
R
A
卦
建
築
屈
に
申
出
で
、
此
工
事
及
公
建
築
局
一
か
議
舎
に
定
額
を

要
求
し
、
其
の
定
額
は
此
工
事
及
会
建
築
局
に
奥
へ
ら
る
る
こ
と
に
な
る
。
尤
も
此
定
額
の
要
求
に
つ
い
て
は
、

別
に
大
臓
省
と
の
交
捗
を
要
す
る
。
業
他
、
益
の
建
築
物
、
皇
宮
殿
、
益
園
、
記
念
碑
な

E
の
襲
更
、
修
築
、
保

存
を
決
す
る
の
色
此
工
事
及
公
建
築
局
で
あ
り
、
其
は
一
部
は
直
径
に
て
行
が
一
部
は
請
負
に
で
行
ふ
。
公
務
の

設
備
に
必
要
な
る
不
動
産
の
賃
借
契
約
を
結
ぶ
の
も
、
其
賃
借
料
年
額
及
期
聞
が
一
定
載
を
超
ゆ
る
左
き
は
、
犬

燕
省
の
承
認
の
下
に
、
工
事
及
会
建
築
局
が
行
ふ
所
で
あ
る
。
彼
は
此
賃
借
を
笹
川
す
の
前
に
、
其
必
要
が
正
営
な

り
や
を
吟
味
す
る
の
権
能
含
有
し
、
之
を
要
求
す
る
は
各
事
務
膳
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
議
舎
に
劃
し
て
は
工
事
及

会
建
築
局
が
責
に
任
中
る
。
加
之
、
此
官
鹿
は
、
建
造
物
の
家
具
を
備
付
け
る
こ
と
、
並
に
其
に
必
要
な
る
凡
て

の
動
産
を
供
給
す
る
の
責
任
を
有
つ
。
即
ち
其
矯
め
家
具
、
家
事
的
用
品
(
石
齢
、
蝋
燭
、
石
山
疏
等
)
を
購
入
し
、

政
府
白
幽
官
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻
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政
府
白
州
官
絡
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

第
二
琉

~
/、

ムグ、

貯
蔵
し
必
要
に
肱
じ
て
行
政
各
膳
へ
行
捜
す
こ
と
に
な
る
。
彼
は
此
等
の
物
を
軍
に
各
鹿
に
供
給
す
る

ω
み
で
な

く
、
各
一
鵬
の
必
要
額
の
上
に
監
督
を
行
ふ
。
其
の
矯
め
各
麗
に
向
っ
て
之
が
説
明
を
求
め
、
之
を
吟
味
し
た
る

上
、
其
を
不
営
と
認
な
る
と
き
は
要
求
を
恒
絶
す
る
を
得
。
此
供
給
事
務
に
営
る
も
の
は

(
U
2
5
C
]
一
向
円
え
さ
宅
一

5

と

ロ
白
℃
ロ

qno--門
『
(
ニ

-m『

と
い
ふ
特
別
の
官
克
で
あ
る
。
工
事
及
会
建
築
局
は
、
其
他
、
凡
べ
て
の
一
公
工
事
(
道

路
構
糟
)

、、

引
事
務
用
品
及
印
一
W
I
l
d英
国
で
は
殆
ん
ど
専
ら
集
中
制
が
行
は
れ
る
。
其
は
夙
に
十
八
社
紀
の
終
此
方
で

，，.‘、?〉
O
Z草
円
ノ
市

1pzkh毛
主
η
二
市
，
戸
市
芯
ド
訪
杢
宮
古
里
こ
付
特
J

亡
史
A
H
T
ろ
1
5
こ
?
と
ま
上
二
、
ふ
↓
自
-
h

J
J
H
6
4
J
I
l
同
胤
じ

ι
v
i
H
7
f
I
I
B
t
u
t
-
λ
t
f
p
E
一ノ一一

E
r
-
-
3一
l
u
'
l
ι
l
u
I
T
C
H
V
A
H
t
(
-
i
l

セ
樵
常
す
る
。

だ
が
、
{
日
出
臓
の
事
務
用
品
及
印
刷
の
中
央
事
務
の
矯
め
に
は
、

(ωgzc=内
円
可

C
門
町
内
巾
)

文
房
具
局

リ
:
、

口
刀
ト
ト

一-、ー、

l
〈
'
ト
V

1

〆

も
の
が
め
っ
て
之
に
常
る
。

其
は
躍
に
文
治
諸
省
の
矯
め
の
み
で
な
〈
、

軍
務
省
の
矯
め
に
も
、
英
岡
内
の
凡
ベ

て
の
州
の
潟
め
に
も
、
即
ち
倫
敦
内
の
み
な
ら
十
其
以
外
に
も
及
ん
で
居
る
。
此
文
房
具
(
紙
、
墨
、
筆
、
帳
簿
、

寓
字
器
等
)

に
つ
き
各
一
臓
の
直
管
制
度
を
改
め
た
の
は
一
七
八
て
年
、

バ

1
ク
の
行
政
改
革
法
に
よ
る
の
で
、
此

際
此
文
房
具
局
が
出
来
に
。
此
費
用
の
定
額
を
議
舎
に
要
求
す
る
の
は
此
官
聴
で
あ
り
、
珠
算
に
て
之
が
定
額
の

輿
へ
ら
る
る
の
は
、
此
宵
臓
に
劃
し
て
で
あ
っ
て
、
各
省
で
は
な
い
。
各
省
は
其
必
要
度
に
臨
じ
て
此
官
鹿
に
、

某
々
の
用
品
及
印
刷
の
要
求
を
提
出
し
、
加
之
‘
議
舎
の
印
刷
及
用
品
の
調
達
も
亦
此
官
聴
に
て
行
ふ
。
前
記
の

工
事
及
公
建
築
局
に
闘
し
で
も
、
費
用
の
各
項
が
一
括
し
て
協
賛
せ
ら
れ
、
主
(
中
に
て
、
定
額
の
硫
用
移
管
が
一

の
建
物
又
は
工
事
か
ら
他
の
其
へ
可
能
と
せ
ら
れ
た
が
、
此
文
房
具
局
に
で
も
、
其
の
種
々
の
定
額
の
聞
に
涜
用

Jeze， l. c. r、169-171.ふ)



移
管
が
詐
さ
れ
、
近
年
去
で
は
、
費
用
の
各
性
質
に
従
ふ
て
組
定
額
が
定
め
ら
れ
、
各
一
胞
の
潟
め
に
定
額
を
割
営

て
な
い
で
、
文
房
具
局
に
て
適
宜
分
配
し
て
支
中
川
し
だ
。
其
桔
果
、
各
一
騒
が
出
来
志
ヴ
け
多
く
分
捕
る
の
態
度
を

取
り
、
厳
費
を
促
が
し
だ
の
で
、

一
九
一
二
午
、
印
刷
及
出
版
に
つ
い
て
は
各
行
政
の
鴻
め
に
各
定
額
ぞ
指
定
す

る
こ
と
に
し
亡
。
尤
井
口
各
行
政
は
大
菊
一
省
の
承
認
あ
れ
ば
此
定
額
を
或
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
移
し
得
る
と
し

だ
。
行
政
事
務
用
品
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
割
営
ぞ
活
き
や
。
唯
以
下
一
、
此
需
要
品
の
各
省
の
使
用
の
上
に
文
房
具

局
よ
り
監
督
を
行
ひ
、
且
つ
各
行
政
の
之
が
貯
燕
版
熊
営
、
定
期
に
検
査
す
る
の
に
止
主
る
。
ぞ
し
て
此
需
要
品

の
規
格
を
統

L 

-
7

ん
を
艶
ヰ
町
一
じ
肺
析
し
、

批
判
別
理
由

η
下
山
上
口
、
相
準
口
川
v
M
-

悦
は
た
け
れ
ば
な
ら

m
Lぐ{

る
。
文
房
具
局
は
、

供
給
者
と
契
約
し
て
必
要
な
る
需
要
品
を
購
入
す
る
。
専
門
家
が
之
を
受
入
れ
、
之
を
各
行

政
に
引
渡
す
ま
で
の
問
、
営
局
に
て
貯
諸
摘
す
。

各
行
政
の
需
要
品
は
出
来
る
だ
け
記
競
入
と
し
、

以
て
瀧
用
を
防

戸
、
。
貯
購
は
六
箇
月
品
川
お
ら
標
準
と
す
。
尤
も
消
巳
し
易
き
物
又
は
例
外
的
使
用
品
は
此
限
で
な
い
。
各
行
政
麗
か

ら
し
て
は
、
実
の
大
筒
月
の
一
期
間
の
必
要
に
つ
き
計
算
し
に
る
要
求
ぞ
提
出
し
、
文
房
具
局
に
て
之
を
取
纏
め

て
大
量
購
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
之
が
各
鹿
の
要
求
に
劃
し
て
は
、
文
房
具
局
が
其
品
質
に
つ
い
て
も
、
分
量
に

一
九
む
七
年
、
之
が
監
督
の
潟
め
の
特
別
の
事
務

つ
い
て
も
之
を
監
督
し
、
不
営
と
認
め
る
と
き
は
拒
絶
す
る
。

課
が
局
内
に
出
来
た
。
向
ほ
、
特
に
例
外
と
し
て
、
各
行
政
騒
が
供
給
者

E
直
接
交
渉
す
る
こ
と
の
許
き
る
る
こ

と
が
あ
る
。
実
は
急
ぎ
の
又
は
秘
密
の
印
刷
の
如
き
に
於
て
生
中
る
。
併
し
飽
迄
も
原
則
は
前
記
の
丈
房
具
局
の

手
を
経
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
ど
に
な
っ
て
居
る
。

政
府
白
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

Fヒ

第

披

-e二



政
府
の
瞥
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

l¥ 

i¥. 

第

披

ヨ
協
力
制
度
ー
ー
と
は
建
造
及
購
入
に
つ
き
て
の
各
部
の
協
力
及
計
査
の
統
一
を
確
保
す
る
矯
め
の
中
央
指
導
機

関
が
あ
っ
て
、
其
下
に
各
省
一
鵬
が
其
中
央
の
方
針
、
其
は
畢
寛
す
る
に
各
省
膳
代
表
の
協
力
に
成
る
方
針
に
従
っ

て
、
各
々
濁
立
に
賓
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
は
米
固
に
行
は
る
る
の
だ
か
ら
、
業
の
由
来
及
現
肢
を
一
通
り
説

明
し
ゃ
う
。

別
分
散
制
時
代
の
米
国
(
米
園
に
で
も
嘗
て
分
散
制
度
が
行
は
れ
、
芸
め
冗
費
多
〈

E
T
Tの
非

難
が
起
り
、
還
に
一
九
一

O
年
以
来
、
協
力
制
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
此
は
買
は
分
散
制
度
の
み
の
快
貼
で

」，、
-

'

h

J

-

h

，

ド

h
T
J
J
L
t

む
し
ろ
、
換
算
器
案
権
の
議
曾
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
閥
係
し
て
居
つ
六
。
営
時
、
比
闘
に
て
は
、

文
治
上
及
軍
務
上
の
建
造
物
の
如
き
も
、
主
(
の
敷
地
な
り
、
建
物
の
性
質
ま
で
も
(
隠
っ
て
軍
事
上
の
攻
撃
及
防
禦

工
事
ま
で
も
)
議
舎
及
実
委
員
舎
に
よ
り
、
行
政
鹿
L
」
の
協
力
な
〈
し
て
決
定
さ
れ
た
c

此
が
代
議
士
の
地
方
政

略
に
用
ゐ
ら
れ
、
其
選
奉
直
に
出
来
る
だ
け
多
く
の
固
庫
金
を
使
は
し
め
ゃ
う
と
す
る
の
に
用
ゐ
ら
れ
、
各
議
員

は
ま
一
斜
め
相
互
支
援
の
妥
協
を
潟
し
、
往
々
に
し
て
営
該
行
政
営
局
の
強
力
な
る
反
封
に
も
拘
ら
や
、

n
公
建
法
物

が
議
舎
に
よ
り
て
訣
せ
ら
れ
た
。
其
れ
か
ら
此
闘
に
て
は
指
定
さ
れ
た
る
定
額
の
流
用
ぞ
堅
く
禁
止
し
、
か
〈
て

其
定
額
が
費
ひ
果
さ
れ
た
る
'
と
き
は
、
議
舎
が
新
定
額
を
決
す
る
ま
で
は
、
偲
A
1
他
の
工
事
に
骨
格
が
あ
っ
て
も

絶
劃
に
之
を
用
ゐ
る
こ
と
が
出
来
子
、
工
事
が
中
止
さ
れ
た
。
其
上
に
費
用
が
細
い
慮
ま
で
議
舎
か
ら
指
定
ぜ
ら

れ
て
、
行
政
部
の
自
由
行
動
の
範
園
は
大
に
狭
い
も
の
で
あ
っ

r。
此
事
情
の
下
に
、
分
散
制
が
行
は
れ
た
の

で
、
愈
々
以
て
行
政
費
に
無
駄
が
多
く
、
貫
蹟
は
皐
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

7) ]eze， 1. c. p. 161 
S) ]eze， 1. c. p. 163-165・ 171.、NilIoughby，The national buget system. p 

175-218. Buck， Public budgeting. p・54S.-S46



印
、
協
力
制
時
代
の
米
国
1
l

hr.
一
般
供
給
委
員
曾
中
心
時
代
1

1
主
慮
で
一
九
一

O
年
に
色
々
の
改
正
と
共
に
、
問
題
の
事
柄
に
つ
い
て

も
協
力
制
を
布
〈
こ
と
に
な
り
、
即
ち
一
般
供
給
委
員
曾

2
2巾
E

F宅
守

nSHE-Rm)
が
出
来

此
に
は
華

盛
頓
府
に
於
け
る
諸
費
の
代
表
者
が
集
ま
り
、
教
多
の
省
に
亘
っ
て
必
要
な
る
需
要
品
を
調
達
す
る
に
つ
い
て
大

購
大
臣
を
助
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
句
だ
し
て
一
九
一
八
年
十
二
月
十
日
の
施
行
規
則
に
よ
ち
て
此
舎
の
権
限
を
横

張
し
に
。

、‘aノ一
円
環
算
局
中
心
時
代
l
l
保
る
に
一
九
一
一
一
年
六
月
十
月
の
的
枠
に
よ
ト
ノ
て
珠
算
局
前
日
付
い
口
氏
円

r

i
J
5
2
1
5
、

甲
山
内

U
F

」
、
刀
叫
μ叶
引
っ

t:;::l 
戸

F、

此
珠
算
局
は
大
統
領
の
指
揮
下
に
働
き
、

協
力
代
表
機
関

(内

c
c
E
-
E
E
C
-
H
Z
E円

一
目
印

)ee指
導
す

る
。
葉
の
協
力
代
表
機
聞
は
更
は
、

川
協
力
委
員
舎
、

((Udo『
ι日

目
同
【
与
一

O
日

r
o
臼丘印)、

問
地
域
協
力
員
、

(〉『

2
2
h

。『己一
z
g
g
)、
間
筒
人
協
刀
員
、
(
『
自
己
主
会
主

2
ミ
色
E
5
3
)

舎
は
大
統
領
令
に
従
ひ
て
盟
算
一
局
か
ら
任
命
せ
ら
れ
た
も
の
で
、

と
か
ら
成
り
、

其
中
に
就
き
、
第
一
の
協
力
委
員

つ
ま
り
強
算
局
の
一
一
部
を
構
成
す
る
。
其
は
更

に
左
の
も
の
に
分
れ
る

同

)
F
E室内
E
P
5
-
E
2
2
2
5ロ
m-

N
)

吋
色
2
己
問
。
弘
容

E
O
回
自
己
・

也
、
、
司
号
。
】
岡
田
一
ロ
四
回
。
雪
白
・

4
)

、、

F
Z
E品
色
目
。
口
同
C
E
L

国
)
、
、
凶
dE自
の
出
。
宮
内
-
-

。
)
、
、
∞
-V25EZ。
回
出

E
三

政
府
白
俸
給
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

九

第

披

九



政
府
の
笹
繕
購
回
開
制
度

第
三
十
四
巻

O 

第

務

O 

S
E
E
G
P
Z
E
E
E
回
。

E
S
Q
Z
E
-
m
m
E
E
B
E
s
t
-

国

)

、

、

出

。

担

同

色

合

ロ

ヨ

E
一》

-
5
2
-
C
E
m
ゐ
】
》
『
。
わ
ぬ
L
ロ

2
・

屯

)

、

、

可

え

何

回

四

回

出

cmE-

同
。
)
可
向
島

27m品
目
C
戸
時
《

H

C
『

阿

H
C印刷》

-z-zsz。
回
-

M
H
)

の
SEPHmz司
勺
一
司

B
E
E
-
=
2・

此
中
、
第
十
一
の
一
般
供
給
委
員
曾
は
、
前
の
時
代
の
遺
h
ノ
物
で
、
珠
算
局
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

方

此
協
力
委
員
合
同
の
一
部
を
成
す
炉
、

他
方

技
術
上
に
は
大
戒
省
の
一
部
を
成
す
の
で
あ
る
じ

そ
し
て
演
の
従
来

の
仕
事
の
一
部
は
他
の
委
員
曾
に
分
麗
す
る
や
う
に
な
つ
に
c

叉
、
前
に
い
ふ
箇
人
協
力
員
と
い
ふ
の
は
協
力
長

官

(nzえ
の
。
。
丘
一

Z門

C
『
)
で
あ
っ
て
此
い
か
此
凡
べ
て
の
協
刀
代
表
機
関
の
主
長
と
し
て
大
統
領
か
ら
任
命
せ
ら
れ

に
も
の
で
あ
り
。
葉
助
手
と
し
て

n
S
E
E
P円2
E
-
司

R
n
r
a
m
-
h
o
o
-
-【

H
E
R
C「
『
。
『
云
。
円
。
『
叶
5
5勺。
3
・
h
o
Q己
ナ

コロ門

2

F「
吋
，

g
R口

Je置
〈
。
前
に
血
中
げ
た
十
一
の
協
力
委
員
舎
は
、
凡
ぺ
て
類
似
し
た
構
成
を
有
ち
、
各
々
の

ポ
1
V
が
、
業
々
特
定
問
題
?
と
関
係
し
た
る
華
府
に
於
け
る
各
省
麗
か
ら
し
て
の
代
表
者
か
ら
成
h
、
協
力
長
官

随
つ
で
鷺
算
局
か
ら
任
命
せ
ら
れ
、
之
に
劃
し
て
責
任
を
有
つ
。
各
に
委
員
長
が
あ
り
、
舎
は
時
々
聞
か
れ
、
或

も
の
は
月
に
敷
回
、
他
の
も
の
は
年
に
敷
回
聞
か
れ
る
。
会
き
委
員
は
唯
、
曾
に
出
席
し
て
問
題
を
討
議
し
、
報

告
を
交
換
し
、
政
策
方
針
を
決
す
る
の
み
で
、
行
政
事
務
は
、
特
別
の
委
員
に
よ
り
、
又
は
委
員
長
及
其
助
手
に

よ
り
又
は
、
協
力
長
官
の
官
麗
に
よ
り
て
行
は
れ
る
。
此
ポ

1
V
の
委
員
は
各
其
代
表
す
る
行
政
部
の
官
吏
と
し

て
績
き
、
報
酬
は
各
行
政
部
か
ら
受
け
る
。
彼
等
は
つ
ま
り
、
各
其
所
属
本
省
の
行
政
に
つ
い
て
、
併
し
強
算
局



の
監
督
下
に
、
行
政
事
務
を
改
良
し
標
準
化
す
る
矯
め
の
各
行
政
部
の
壷
力
を
示
し
、
そ
し
て
其
決
定
は
珠
算
局

か
ら
し
て
の
上
か
ら
の
命
令
に
よ
り
て
出
来
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
か
し
ろ
各
開
係
行
政
部
の
合
意
を
示
す
の
で
あ

る
d

第
二
の
地
域
協
力
員
は
、
各
地
方
に
於
け
る
各
行
政
の
協
力
を
得
ん
が
矯
め
に
設
け
ら
れ
に
も
の
で
、
全
国

を
九
匿
に
分
ち
、
其
各
匿
の
協
力
金
進
め
る
矯
め
に
、
各
代
表
者
を
出
す
こ
L
」
に
な
る
。
凡
ぺ
て
協
力
長
官
の
指
導

下
に
立
つ
。
か
く
て
協
力
長
官
の
任
務
ば
協
力
委
員
合
及
地
域
協
力
員
を
指
導
し
、
詳
し
〈
い
ふ
と
、
九
匝
の
地
域

協
力
員
お
仕
事
を
監
督
し
協
力
せ
し
か
る
こ
と
、
節
約
及
能
率
に
貢
献
寸
る
こ
と
伝
助
〈
る
凡
べ
て
の
事
唱
に
つ

き
各
省
長
官
を
注
意
す
る
こ
と
、
各
省
の
有
つ
齢
剰
の
貯
購
品
を
整
理
す
る
方
法
に
つ
き
で
注
意
す
る
こ
と
、
政
府

に
と
り
て
利
盆
と
な
る
や
う
に
市
場
の
情
勢
を
維
持
す
る
矯
め
、
数
多
の
省
に
て
不
用
と
な
れ
る
物
品
の
貰
却
を

支
配
す
る
政
策
に
つ
い
て
省
長
官
を
注
意
す
る
こ
正
、
各
省
醸
の
購
入
事
務
の
上
に
一
般
的
取
督
を
行
ふ
こ
'
と
で

あ
る
。
別
の
詞
に
で
い
ひ
表
せ
ば
、
需
要
品
の
購
入
、
抑
下
、
移
管
、
専
用
、
贋
告
、
貯
戒
、
使
用
、
支
掛
等
の

方
法
を
監
督
す
る
の
で
あ
る
。
之
等
に
つ
き
彼
は
議
算
局
長
官
並
に
大
統
領
に
具
放
し
得
る
。
各
省
鹿
長
官
は
協

力
長
官
の
指
定
す
る
方
針
を
遵
守
l
て
、
専
層
事
項
を
慮
理
す
る
の
責
を
負
ふ
こ
と
に
な
る
。
き
り
と
て
彼
等
が

上
か
ら
の
高
座
命
令
に
従
ふ
て
行
動
す
る
の
で
は
な
〈
‘
全
く
、
業
代
表
員
の
協
力
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
に
る
方

針
に
従
ふ
も
の
で
、

つ
ま
り
、
各
省
麗
の
計
査
が
、
合
衆
国
全
轄
の
計
重
の
一
部
を
構
成
し
、
而
か
も
各
部
孤
立

ぜ
示
、
能
〈
、
此
副
会
瞳
の
事
情
を
理
解
し
て
、
有
機
的
成
日
?
と
し
て
協
力
す
る
こ
主
に
な
る
の
で
あ
る
量
二
。

(
註
ご

少
し
〈
細
目
に
亘
る
こ
と
な
が
ら
、
前
記
、
協
力
委
員
舎
の
中
、
聯
邦
不
動
産
委
員
曾
と
、
聯
邦
購
品
委
員
曾
止
に
ワ
寺
述
べ
宇
ら
。

政
府
の
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

第

~t 



政
府
の
笹
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
拳

一
一一

第

盟主

向
先
づ
購
ロ
問
委
員
舎
の
任
務
は
、
購
入
の
政
策
及
計
重
を
立
亡
る
こ
と
、
政
府
の
利
金
を
保
全
ナ
る
干
う
な
購
入
方
法
を
作
る
こ
と
、
英
他
購

入
の
凡
べ
て
の
問
題
を
考
ふ
る
ζ

と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
全
国
に
於
け
る
購
ロ
聞
に
つ
奇
精
紳
的
に
は
此
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も

購
入
自
行
政
官
申
務
並
に
賀
行
は
、
各
部
に
分
散
し
ナ
行
は

590
特
に
指
定
さ
れ
た
る
性
質
の
物
品
は
閥
係
省
に
直
接
、
購
入
を
任
か
さ
れ

る
。
た
Y

凡
べ
て
の
省
に
よ
り
て
共
遁
に
必
要
と
す
る
物
岡
田
に
つ
い
て
は
、
此
委
員
舎
か
ら
し
て
、
会
穂
町
行
政
の
矯
め
に
此
が
賀
行
に
常
る

に
最
遁
し
た
省
に
、
之
が
購
入
方
を
指
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
仰
不
動
産
委
員
曾
は
、
政
府
に
よ

P
て
所
有
せ
ら
れ
又
は
賃
貸
き
れ
た
る
不
動

産
に
闘
す
る
凡
く
て
の
必
要
な
る
報
告
を
蒐
集
し
、
整
理
し
、
土
地
及
建
物
の
遁
常
且
つ
経
済
的
の
使
用
自
然
め
に
現
状
愛
夏
を
暗
示
し
、
更

に
不
動
産
の
購
入
、
貸
借
、
資
却
、
叉
は
其
他
の
底
分
の
計
輩
を
集
め
、
英
一
計
査
が
協
カ
の
費
動
を
更
ナ
と
認
め
る
と
き
は
、
協
力
長
官
に
英

の
推
奨
を
提
議
す
る
こ
と
に
な
る
。
山
w命
ほ
、
も
一
ヮ
、
省
間
契
約
及
調
整
委
長
舎
に
ロ
昏
て
述
べ
ず
っ
。
其
任
務
は
、
契
約
の
形
式
を
出
来

る
だ
け
標
準
化
ナ
る
に
と
、
契
約
よ
り
生
「
る
・
米
慌
の
債
務
自
供
定
に
つ
守
て
一
般
万
針
を
立
て
る
こ
と
、
各
省
勝
又
は
英
代
表
者
上
り
要
求

あ
る
占
骨
は
、
主
要
た
る
契
約
を
再
開
し
且
引
修
正
し
、
勢
約
の
加
に
散
る
官
支
に
常
計
日
目
安
札
制
の
組
骨
聞
な
る
僻
轄
に
引
ヤ
て
社
設
し
、
勤
務
、

物
品
及
建
築
工
事
に
閲
す
る
重
要
な
る
契
約
の
商
議
を
助
成
ナ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
段

醤
繕
購
晶
制
度
の
批
判

以
上
、
管
繕
購
品
制
度
の
貫
例
を
示
し
た
か
ら
、

一
分
散
制
の
長
短

A
其
長
所
、

l
l分
散
制
度
は
信
式
で
、
大
韓
改
造
の
外
な
き
も
の
と
認
め
ら
る
る
が
、
併
し
其
れ
に
何
程
か

の
長
所
も
め
る
こ
と
は
見
逃
が
す
需
に
往
か
な
い
。

い
財
政
上
ー
ー
に
は
各
部
に
て
購
入
す
る
と
き
に
多
少
高
く
つ
く
と
い
ふ
嫌
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
買
う

に
物
ピ
か
ら
し
て
、
自
ら
之
が
消
費
を
出
来
る
だ
け
少
〈
し
ゃ
う
、
無
駄
遣
ひ
を
慎
む
と
い
ふ
こ
と
に
な
!
り
易

究
ぎ
に
は
此
等
の
も
の
の
長
短
を
批
判
し
ゃ
う
c
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a
A
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威
を
落
す
の
弊
を
生
Ar
る
。
分
散
制
に
は
か
か
る
こ
と
な
く
、
各
醸
の
権
威
は
良
〈
保
持
せ
ら
れ
る
。

f
L

勾
I

J
刷
」
乙
γ

巾

L

山
山
師
匠
掛
背
広
一
枇
舎
政
策
上
1

1
物
件
費
に
つ
い
て
は
唯
だ
安
〈
物
品
ぞ
調
達
す
れ
ば
足
る
と
い
ふ
の
で
は
な
〈

M
U

経
溝
上
及
枇
曾
政
策
上
の
考
慮
も
あ
っ
て
、
出
来
る
だ
け
外
岡
品
に
て
充
た
す
よ
り
は
園
内
品
に
て
充
す
や
う
に

h
h
h
h

向
島
ほ

g

u、
園
内
営
業
者
中
に
で
も
出
来
れ
ば
中
小
産
業
者
の
地
位
を
も
保
持
す
っ
る
矯
め
に
、
彼
等
の
産
物
を
買
う
て
や
.
添
削
伽

m
m
n
u
 

ぃ
。
其
ピ
げ
に
て
-B
節
約
に
通
う
こ
と
を
得
る
(
謹
二
)
。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
官
吏
へ

D
概
算
前
渡
制
に
ヲ
曹
、
此
に
い
ふ
と
同
じ
効
果
を
認
め
て
居
る
。

(
註
二
)

ろ
行
政
上
及
政
治
上

l
i判
各
部
に
て
購
入
し
又
は
建
設
す
る
T

と
き
に
、
各
事
務
に
適
切
な
る
物
品
又
は
建

造
物
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
特
に
各
部
に
特
別
の
秘
密
を
有
つ
時
の
加
さ
に
は
一
層
此
事
が
大
切
で
あ
る
。
共

は
恐
ら
く
多
〈
の
圃
に
例
の
少
〈
な
い
や
う
に
、
軍
務
に
於
て
著
し
い
。

か
〈
て
一
般
に
は
集
中
制
が
行
は
れ
る

と
き
に
も
、
軍
務
に
は
特
例
炉
開
hr
れ
る
こ
た
に
な
る
の
は
前
に
ち
い
ふ
通
り
で
あ
る
。
併
し
凡
べ
て
の
宵
躍
の

j
i
L
E
V
E
E、
、

、

!

ず

:

・

‘

r
t
;

月仁刊

B
M泊物、
ρ
招トノ
2
L
J
U一叱

U
U
〈

金

剛

院

t一
Jh 
よffil
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2~= 
支
な

も
の
1:=1、
少
¥ 
1J・
¥ 

ヨヨ;
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&J・

は
此
特
徴
は
意
味
を
有
な
い
。
叫
集
中
制
と
な
れ
ば
、
各
行
政
は
自
然
、
建
物
及
用
品
に
つ
き
中
央
膳
か
ら
指
導

せ
ら
る
る
こ
と
に
な
り
、
其
貼
か
ら
各
膳
と
し
て
は
実
権
力
、
其
地
位
を
便
さ
れ
た
戚
を
い
だ
く
や
う
に
な
り
、

更
に
葉
結
果
と
し
て
は
、
卑
屈
と
な
h
ノ
、
中
央
曜
の
機
嫌
を
損
し
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
行
政
麗
の
擢

る
こ
と
に
し
、

更
に
は
圏
中
の
各
地
方
に
相
営
潤
を
つ
け
て
や
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
意
を
用
ゐ
る
こ
と
が
望
ま
し

ぃ
。
然
る
に
集
中
制
だ
と
、
動
も
す
れ
ば
、
大
量
集
中
購
入
、
随
っ
て
財
政
上
の
節
約
に
の
み
意
を
用
ゐ
て
此

政
府
四
一
管
繕
購
回
開
制
度

第
三
十
四
巻

一

第

量定
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政
府
の
替
繕
購
品
制
度

四

第

披

四

第
三
十
四
巻

等
、
経
梼
及
枇
曾
上
の
注
意
を
等
閑
に
し
易
い
。
之
と
異
り
分
散
制
下
に
は
各
地
各
所
に
あ
る
各
臨
臓
が
、
業
々
の

慮
に
て
買
入
れ
又
は
契
約
す
る
の
結
果
は
、
自
ら
各
地
方
に
経
費
を
分
散
す
る
の
傾
が
あ
り
、
中
小
営
業
者
を
し

て
供
給
せ
し
め
る
可
能
性
も
大
で
あ
り
、
更
に
は
外
圃
供
給
者
を
排
斥
す
る
の
可
能
性
も
大
い
と
い
ふ
こ
と
な
特
.

る。
B
其
短
所

，gaz
・、、

川
財
政
上

l
l此
分
散
制
に
長
所
の
あ
る
こ
と
改
上
に
い
ふ
通
h
ノ
ピ
が
、
例
し
鰭
所
が
あ
り
、
そ
し
て
金
融

上
、
短
所
の
方
が
一
層
敷
多
〈
、
叉
著
し
い
c

叫
第
コ
集
中
制
よ
じ
ふ
ド
ば
、
却
廿
棺
桁
政
的
問
じ

Mmげ
芯
類
似
阿

種
の
蛭
費
の
比
較
と
い
ふ
こ
と
が
一
居
良
〈
行
は
れ
て
、
其
知
か
ら
し
で
も
自
ら
冗
費
を
節
す
る
こ
と
に
向
は
し

め
る
の
に
、
分
散
制
下
に
は
此
が
等
閑
親
せ
ら
れ
て
、
冗
費
が
永
〈
平
気
で
行
は
れ
る
。
我
邦
の
各
部
行
政
に
此

弊
は
非
常
に
多
い
。
間
第
二
に
、
政
府
の
購
入
及
請
負
ほ
原
則
と
し
て
は
一
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
こ
と
に
な
ら

う
が
、
集
中
制
下
に
は
、
多
方
面
よ
り
の
同
種
需
要
品
を
ま
と
め
て
買
入
れ
る
事
に
な
る
か
ら
、
大
量
購
入
を
佐
川
し

得
て
、
自
ら
同
物
で
も
一
層
安
〈
買
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
例
外
的
に
大
量
購
入
、
却
っ
て
高
債
に
つ
く

こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
瞳
と
し
て
は
安
値
に
つ
く
。
分
散
制
だ
と
反
封
と
な
る
。
同
第
三
に
は
、
い
ふ
ま
で

も
な
く
分
散
制
に
て
は
、
各
省
、
鹿
が
同
種
の
物
を
同
一
市
場
に
て
競
争
し
て
買
入
れ
る
こ
と
が
少
〈
な
く
、
其

魚
め
じ
も
徒
ら
に
購
入
品
の
債
を
釣
上
げ
て
不
利
を
招
〈
。
集
中
制
下
に
は
、
統
一
あ
る
方
針
の
下
に
、
遁
嘗
に

市
場
を
分
散
し
て
買
入
れ
る
こ
と
を
得
て
、
か
か
る
不
利
を
招
か
す
し
て
梼
む
。
同
第
四
に
は
、
集
中
制
下
に
て

J告ze，1. c. p. 161. 163・
Lotz， Fw. 2 Aufl s. 246百.

JezιLふ p.161. 169. Rau. Fw. 5 Auft. 1. S咽 35
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は
自
ら
物
品
及
建
物
の
規
格
が
統
一
せ
ら
れ
て
、
此
粘
か
ら
し
て
色
、
不
統
一
な
る
分
散
制
下
よ

h
は
一
層
安
〈

前
蓮
し
得
る
こ
v
と
に
な
る
。
同
第
五
に
、
物
品
及
建
物
の
買
入
又
は
契
約
に
つ
き
、
集
中
制
下
に
は
分
散
制
下
よ
り

も
一
層
有
矯
有
能
の
人
を
得
る
こ
と
が
出
来
.
此
勤
か
ら
し
で
も
大
韓
、
集
中
制
下
に
は
同
物
が
安
〈
っ
き
、
分

散
制
下
に
は
高
〈
つ
〈
。
州
第
六
に
は
、
分
散
制
下
に
は
各
部
に
て
、
或
需
要
品
に
つ
き
最
大
限
の
必
要
を
標
準
、

と
し
て
、
定
額
を
要
求
し
、
そ
し
て
賞
際
の
消
費
が
之
に
充
た
ぬ
と
き
は
、
強
ゐ
て
費
ひ
果
た
し
て
し
ま
ひ
、
或

は
憐
計
に
賛
躍
な
る
設
備
を
も
附
加
す
る
と
い
ふ
こ

t
に
も
な
る
。
つ
ま
り
無
駄
が
多
〈
な
石
。
集
中
制
下
に

は
市
各
部
定
額
は
普
通
度
の
も
の
ド

τ見
ト
ノ
句
臨
貼
必
要
な
る
L
」
ち
は
、
中
央
部
の
部
応
じ
よ
り
句
例
外
的
仁
国

他
よ
り
廻
は
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
、
最
大
の
必
要
も
充
た
さ
れ
、
而
か
も
を
膿
上
、
冗
費
を
使
ふ
こ
と
も
な
く
し

て
済
む
。
同
第
七
に
は
、
集
中
制
下
に
は
、
常
に
中
央
鹿
か
ら
し
て
各
部
の
物
品
の
消
費
を
監
現
し
て
居
る
の
で

無
駄
使
が
少
く
て
済
h
u
。
分
散
制
下
に
ほ
其
ば
行
ば
れ
な
い
。
何
れ
の
融
か
ら
見
て
も
分
散
制
は
会
瞳
上
、
集
中

制
に
比
し
て
冗
費
を
多
か
ら
し
め
、
節
約
の
大
方
針
に
反
す
る
こ
と
は
争
は
れ
ぬ
。

ろ
行
政
上
政
治
上
|
|
町
分
散
制
下
に
は
、
各
行
政
部
の
割
操
主
義
を
助
成
し
分
捕
方
策
を
増
長
す
る
。
か

く
て
、
勢
力
あ
る
長
官
を
有
つ
行
政
部
は
、
異
に
必
要
な
る
よ
り
も
以
上
の
過
大
な
る
設
備
を
矯
し
、
冗
物
を
使

ふ
の
に
反
し
、
不
十
分
な
る
割
嘗
を
得
て
不
満
足
な
る
仕
事
し
か
出
来
ぬ
左
い
ふ
行
政
部
を
生
や
る
。
行
政
各
部

聞
の
不
均
衡
と
、
行
政
の
不
満
足
と
を
生
や
る
。
然
る
に
集
中
制
下
に
は
此
が
偉
程
牽
制
せ
ら
れ
て
、
各
部
に
通

官
に
分
配
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
間
亙
に
分
散
制
下
に
は
議
曾
政
治
の
品
開
弊
も
め
る
が
、
地
方
聞
の
政
費
宰
奪

政
府
白
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

第
二
披

五

五

I在ze，1. c. p. 169・BllCk，1. c. p. 543・
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政
府
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替
縛
購
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開
制
度

第
三
十
四
巻

第
二
披

一占
/、

一
六

が
盛
に
行
は
れ
て
、
或
地
方
に
過
大
な
る
支
出
を
矯
す
や
う
に
も
な
り
、
地
方
聞
の
不
均
衡
、
反
面
に
は
不
一
公
正

不
適
切
な
る
政
治
と
い
ふ
こ
t

と
に
も
な
る
。
然
る
に
集
中
制
な
れ
ば
、
此
は
齢
程
の
度
に
て
抑
へ
ら
れ
る
。

は
鰹
梼
及
枇
舎
政
策
上
1

1
川
規
格
統
一
と
い
ふ
こ
と
は
漏
り
財
政
上
有
利
と
な
る
の
み
で
は
た
く
、
園
民

経
済
上
に
も
望
ま
し
き
こ
と
で
、
之
に
よ
り
て
一
般
国
民
経
済
の
給
付
能
力
を
向
上
せ
し
め
る
。
そ
し
て
分
散
制

下
よ
ち
も
集
中
制
下
に
、
此
が
一
層
良
〈
賓
現
せ
ら
れ
る
。
政
府
部
内
に
て
此
が
一
層
多
用
、
行
は
る
る
の
は
、
や

が
て
之
を
民
間
に
も
普
及
せ
し
む
る
じ
有
数
で
め
る
。
角
経
憐
界
に
於
り
る
時
閣
的
及
場
的
官
胞
の
長
気
の
避
動
及

偏
在
宮
大
観
し
て
政
府
mw
仕
事
m
w
時
附
的
及
場
-
魔
的
の
分
配
を
油
営
に
す
る
、
即
ち
好
況
の
時
及
慮
に
差
控
へ

て
、
不
況
の
時
及
底
に
て
之
を
起
す
や
う
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
恐
慌
乃
至
不
景
気
を
救
携
し
、
営
業
者
及
勢

働
者
を
利
す
る
所
以
で
あ
り
、
経
梼
及
吐
舎
政
策
上
重
要
な
事
柄
で
あ
る
が
、
葉
は
集
中
制
に
し
て
初
め
て
甘
く

行
ふ
こ
と
を
得
る
け
れ
ど
色
、
分
散
制
下
に
は
其
れ
ほ
ど
良
〈
行
は
れ
な
い
。

に
集
中
制
の
長
短

A
其
長
所
1

1
集
中
制
と
分
散
制
と
は
利
害
長
短
相
反
し
、
分
散
制
の
短
所
と
し
て
慕
げ
た
の
が
、
結
局
、
集

中
制
の
長
所
で
あ
る
。
業
事
は
前
記
の
設
明
に
て
之
を
窺
ふ
に
難
く
な
い
か
ら
、
重
ね
て
之
を
設
か
な
い
。

小
山
業
一
短
所
|
集
中
制
の
短
所
は
前
記
、
分
散
制
の
長
所
と
し
て
奉
ヤ
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
が
、
之
に
つ
い
て

は
宵
ほ
二
三
附
設
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
左
の
却
し
。

い
財
政
上

|
l分
散
制
だ

E
各
部
行
政
に
て
物
を
無
駄
に
使
は
ぬ
と
い
ふ
。
葉
反
面
か
ら
し
て
集
中
制
だ
と

18) Lotz， a. a. O. s. 248. Terhal1e， a. a. O. s. 6:;;--68. Dalton~ Public Finance. 
p. 174-176. 



物
を
無
駄
に
費
ふ
か
と
い
ふ
と
、
此
描
に
て
は
、
中
央
麗
に
て
相
営
に
監
督
し
統
制
す
る
か
ら
、
格
別
の
弊
を
見

る
こ
と
な
く
し
て
海

U
。

引
行
政
上
政
治
上
E
l
b
山
如
何
に
も
行
政
上
、
例
外
的
に
は
各
市
臓
に
て
特
殊
の
物
及
設
備
を
要
す
と
い
ふ
こ

と
は
あ
り
、
例
外
と
し
て
特
例
を
認
め
る
こ
と
は
宜
し
い
が
、
可
な
ち
に
虞
〈
各
部
に
共
通
の
物
が
あ
り
て
、
其

の
限
り
に
於
て
集
中
制
に
よ
り
て
色
差
支
な
い
も
の
で
あ
り
、
其
等
に
で
も
揖
ゐ
て
持
殊
性
を
固
執
す
る
は
営
ら

な
い

o
m一
集
中
制
下
じ
各
部
材
政
含
卑
屈
な
ら
し
め
る
、
随
っ
て
主
権
威
営
失
一
ナ
る
や
う
に
も
い
ふ
が
、
其
は
買

際
大
し
穴
乙
ム
」
で
は
な
い
の
一
見
多
少
罫
あ
ち

E
し
で
も
各
部
行
政
の
貫
瞳
其
も
の
ま
で
も
権
威
を
失
す
る
と
い
ふ

が
如
き
こ
と
は
な
い
。

山
山
粧
樺
及
枇
曾
政
策
上

l
l集
中
制
下
に
は
勤
色
す
れ
ば
外
国
営
業
者
を
利
し
た
り
、
圏
内
に
で
も
大
資
本

家
、
中
央
都
市
の
営
業
者
を
利
す
る
傾
の
あ
る
こ
と
は
前
に
も
U
ふ
通
り
だ
が
柑
ほ
今
一
つ
、
此
に
関
聯
し
て
、

大
量
競
争
入
札
を
す
る
潟
め
に
、
臆
十
る
大
生
産
者
一
か
勢
働
者
の
勢
働
僚
件
を
甚
し
く
低
下
す
る
こ
と
に
な
っ
た

り
、
更
に
は
之
と
競
争
せ
ん
L
」
す
る
力
弱
き
小
生
産
者
が
自
ら
の
損
害
と
知
り
つ
つ
も
、
山
女
き
値
に
て
入
札
に
膝

ぜ
ん
'
と
し
て
、
盆
々
其
地
位
を
落
す
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
お
山
る
。
で
此
貼
の
弊
害
は
事
情
に
よ
り
可
な
り
大
な

も
の
だ
が
、
併
し
此
も
或
度
ま
で
、
中
央
麗
の
購
入
方
針
に
よ
り
で
は
、
相
営
に
地
方
の
小
生
産
者
に
つ
い
て
小

量
、
而
か
色
相
営
廉
債
の
購
入
を
錯
し
得
る
し
、
又
之
を
得
策
左
も
す
る
の
で
、
買
際
に
も
或
度
ま
で
行
は
れ
る

か
ら
、
き
う
大
し
た
弊
は
生
じ
な
い
で
梼
み
得
る
c

政
府
の
替
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻

七

第
二
貌

七
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政
府
白
骨
繕
勝
目
田
制
度

第
二
披

第
三
十
四
巻

三
-
一
八

l¥. 

三
協
力
制
の
長
短
|
|
協
力
制
は
分
散
制
と
集
中
制
と
の
中
間
制
度
で
あ
り
、
或
は
其
結
合
し
七
も
の
と
も
い
へ

る
し
、
或
は
分
散
制
か
ら
集
中
制
へ
の
過
渡
制
度
だ
と
も
い
へ
る
。
米
国
の
如
き
も
今
は
協
力
制
を
採
4
9
.か
、
や

が
て
は
集
中
制
へ
向
ふ
も
の
と
も
見
ら
れ
る
ほ

E
で
あ
っ
て
ゆ
集
中
制
ほ
ど
に
其
長
所
を
後
揮
し
得
ぬ
け
れ
ど

色
、
葉
弊
害
も
少
く
し
て
擁
み
得
る
。
見
様
に
よ
り
で
は
其
位
の
底
が
中
庸
を
得
て
居
る
と
も
い
は
れ
る
が
、
併

し
前
に
い
ふ
や
う
に
集
中
制
の
弊
害
は
い
ふ
に
足
ら
や
し
て
、
集
中
制
の
長
所
が
重
大
だ
か
ら
、
此
中
間
的
制
度

JT
把
1
0

よ

h
も、

か
し
λ
集
中
制
に
移
り
、

h
y
く
I
C
も
原
則
冒
と
し
て
は
集
中
制
に
依
り
、
例
外
と
し
て
分
散
制
令

か
く
し
て
ニ
の
も
の
を
結
合
す
る
の
が
薦
h
u
べ
き
で
め
ら
う
。

盟

営
な
る
結
合
を
す
す
h
U
L
」
い
ふ
も
、
或
は
此
意
味
で
あ
ら
う
か
。

ワ
グ
ナ

1
炉
、
集
中
制
と
分
散
制
左
の
迫

br
〉

.

ふ

tut-

結

論

以
上
要
之
、
各
国
の
管
繕
購
品
制
度
は
分
散
、
集
中
、
協
力
の
三
制
に
分
れ
、
分
散
制
度
は
其
の
最
も
蓄
式
組

家
な
る
制
度
で
あ
る
。
業
れ
に
何
程
か
財
政
、
行
政
、
政
治
、
経
済
、
枇
舎
上
の
長
所
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
る

が
、
特
に
財
政
上
K
重
大
な
る
扶
貼
を
有
ち
、
業
他
の
見
地
か
ら
し
で
も
粛
し
く
験
動
を
有
つ
。
之
ド
封
し
集
中

制
度
に
は
財
政
上
及
其
他
に
於
て
重
要
な
る
長
所
を
見
出
す
か
ら
、
彼
を
棄
て
て
此
を
採
る
の
が
勤
め
ら
る
る
。

勿
論
此
に
も
快
鮎
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
(
の
財
政
行
政
及
政
治
上
の
棋
酷
の
如
き
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、

経
梼
及
一
枇
舎
上
の
快
結
は
補
修
の
途
が
あ
る
し
、
其
れ
に
原
則
と
し
て
集
中
制
を
採
り
、
特
殊
の
行
政
に
つ
き
分

21) Buck， 1. c. p・541
22) Wagner， a. a. O. S. 390. 



散
制
を
例
外
的
に
認
め
る
こ
と
に
よ
り
て
、
行
政
上
の
短
所
を
補
充
す
る
と
い
ふ
こ
と
色
出
来
る
。
或
は
中
間
的

な
る
協
力
制
を
採
つ
て
は
何
う
か
と
も
い
ふ
。
成
程
、
此
は
分
散
に
比
し
て
は
ま
し
な
も
の
だ
が
、
ま
れ
で
は
宵

不
徹
底
な
所
が
あ
る
か
ら
、
失
張
り
、
原
則
は
集
中
制
と
い
ふ
こ
と
に
す
る
の
が
勤
め
ら
る
る
。
我
邦
に
で
も
近

年

一
部
、
集
中
制
を
採
っ
た
が
、
其
は
替
繕
に
の
み
、
而
か
も
主
と
し
て
特
定
地
域
に
限
ら
れ
て
居
る
の
で
、

甚
だ
不
満
足
で
あ
る
0

・
も
つ
左
徹
底
し
て
集
中
制
を
採
っ
た
が
良
い
。
行
政
及
財
政
の
整
理
に
は
何
故
に
此
方
面

の
改
善
を
逸
し
た
か
。

7
7
2
L
U
S
』
宵
ヨ
ニ
コ

:
.
E一-a

『、
t
c
z
凶

H
3
r
i

E

つ
い
カ
刑
判
H
F
E民

i
J
き
一
し
樫
与
仁
信
守
ヰ
止
申
一
ロ

甚
だ
以
て
不
満
足
に
堪
へ
な
い
。
な
は
、

hμ

分
散
制
一
吋
か
は
一
の
問
題

rと
mu
の
レ
ム

ω
に
は
不
揃
足
を
蹴
す
る
も
の
で
あ
れ
ノ
、
む
し
ろ
ジ

Z
1ヅ
mw
集
中

制
賛
成
論

G
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
一
部
に
分
散
制
を
認
め
る
か
ら
、
精
密
に
い
ふ
と
、
雨
者
の
適
営
な

る
併
用
を
勤
め
る
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
か
も
知
れ
な
い
。

政
府
の
瞥
繕
購
品
制
度

第
三
十
四
巻
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